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ごあいさつ 

我が国の自死者数は、平成 10 年から 14 年連続で３万人を上回る状態が続いてい

ましたが、平成 22 年以降は 10 年連続で減少しており、自死者数は減少傾向にあり

ましたが、女性の自死者数が増加したことを背景に、令和２年以後は増加傾向に転

じています。 

そのような中、国においては、平成 29 年に「⾃殺総合対策⼤綱〜誰も⾃殺に追い

込まれることのない社会の実現を目指して〜」が閣議決定され、令和４年 10 月には、

最新の自殺者数の動向や社会情勢の変化を踏まえた、新たな「自殺総合対策大綱」

が策定されました。 

 本町においても、平成 31 年 3 月に『平泉町自死対策計画』を策定し、「いのち支

えあうひらいずみ〜だれも⾃死に追い込まれることのない平泉をめざして〜」を基

本理念として自死対策を図ってきましたが、今なお自死で亡くなられる方がおり、

自死対策は継続して取り組むべき大きな課題であると言えます。 

そしてこの度、計画の最終年度を迎えたことから、『平泉町自死対策計画（第 2

次）』を策定いたしました。計画策定にあたっては、町⺠へのアンケート調査、平

泉町自死対策推進連絡会議における検討を行い、これまでの取り組みの成果と課題

を明らかにし、国や県の動向を踏まえて、策定を行っています。 

この計画は、第６次平泉町総合計画を上位計画とし、第１次計画の理念を踏襲し

て、だれも自死に追い込まれることのない平泉をめざすことを基本理念に定めたも

のです。国、県をはじめ、様々な分野の関係機関との連携を強化するとともに、町

⺠の皆様と⼀体となった取り組みを展開してまいりたいと考えておりますので、一

層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見をいただきました平泉町自死対策

推進連絡会議の委員の皆様、アンケート調査にご協力をいただきました皆様に心か

らお礼申し上げます。 

 

令和６年３月 平泉町⻑ ⻘⽊ 幸保 
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「自殺」と「自死」の２つの表現について 

 

本計画では、法律の名称、統計用語等、一部の例外を除き、ご遺族等の心情に

配慮し、「自殺」という言葉を「自死」と言い換えて使用しています。 
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第１章 計画の概要 

第１節 計画策定の趣旨 

わが国では、平成10年以降、自死者数が年間３万人を超える深刻な状況が続いてきまし

た。このような中で、平成18年に「自殺対策基本法」が制定され、「個人の問題」と認識さ

れてきた自死が広く「社会の問題」と認識されるようになり、国を挙げて自死対策が進めら

れるようになりました。 

平成28年に改正された自殺対策基本法により、すべての都道府県、市町村に自殺対策計

画の策定が義務付けられ、平泉町においても、平成31年3月に『平泉町自死対策計画』（以

降、『第１次計画』という）を策定し、「いのち⽀えあうひらいずみ〜だれも自死に追い込

まれることのない平泉をめざして〜」を基本理念として自死対策を図ってきました。 

国全体の自死者数は、自殺対策基本法が成立した平成18年と令和元年を比較すると、男

女とも減少しているものの、依然、中高年男性が大きな割合を占める状況は変わっていませ

ん。令和２年には新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自死の要因となり得る様々な問

題が悪化し、特に女性や小中高生の自死者数が増え、総数が11年ぶりに前年を上回ったこと

などから、令和４年10月に見直された政府が推進すべき自死対策の指針である自殺総合対策

大綱には、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対策の推進が基本認識に盛り込

まれました。 

本町では、このたび、第１次計画期間が終了したことを受け、第１次計画の取り組みを

検証するとともに、自殺総合対策大綱を踏まえ、現在の社会潮流や平泉町の現状に対応した

『平泉町自死対策計画（第２次）』を策定し、より一層の自死対策の充実を図ります。 
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第２節 自死対策推進分野における国の動向 

我が国の自死対策は、平成18年に自殺対策基本法が制定されて以降大きく前進しました。

「個人の問題」とされてきた自死が「社会の問題」として広く認識されるようになり、国を

挙げて自死対策を総合的に推進した結果、自死者数の年次推移は平成21年から令和元年にか

け減少を続けてきました。 

しかし、新型コロナウイルス感染症の流行が始まった令和２年には再び増加に転じまし

た。世界全体が社会・経済的に危機的状況に陥り、感染症拡大の終息にめどが立たない中で

多くの人が様々な不安や負担、ストレスを抱える状態になったことが背景にあるといわれて

います。 

令和４年10月には、新たな「自殺総合対策大綱」が閣議決定されました。自殺対策基本

法が成立した平成18年と令和元年との比較では自死者は男女とも減少しているものの、依然、

中高年男性が大きな割合を占める状況は変わっていないことに加え、令和２年には新型コロ

ナウイルス感染症拡大の影響等で自死の要因となり得る様々な問題が悪化し、特に女性や小

中高生の自死者数が増え総数が11年ぶりに前年を上回ったことなどから、新型コロナウイル

ス感染症拡大の影響を踏まえた対策の推進が基本認識に盛り込まれました。 

◆新たな「自殺総合対策大綱」のポイント 

 
※資料：厚生労働省「自殺総合対策大綱」のポイント 
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第３節 計画の位置づけ 

本計画は、自殺対策基本法第13条２項に定める「市町村自殺対策計画」であり、国の自殺

対策基本法の基本理念や「自殺総合対策大綱」の基本認識や方針を踏まえて策定します。 

また、岩手県や両磐圏域の「自殺対策アクションプラン」や「平泉町総合計画」、「健康

ひらいずみ21」等の関連計画との整合性を図ります。 

◆計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第４節 ＳＤＧｓとの調和 

ＳＤＧｓとは、平成 27 年９月の国連サミットで採択された「持続

可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて掲げられた、平成 28 年

から令和 12 年までの国際目標です。ＳＤＧｓでは「誰一人取り残さ

ない」を基本理念にしており、「だれも自死に追い込まれることの

ない社会の実現を目指す」という自死対策の基本理念とも合致する

ものです。 

本町においても、第６次平泉町総合計画の各施策にＳＤＧｓが掲

げる 17 のゴールを関連付けた推進が図られています。本計画でも、

自死対策と特に関連の深い目標である、目標３「すべての人に健康

と福祉を」と目標 17「パートナーシップで目標を達成しよう」を中

心に、ＳＤＧｓの視点を踏まえ、取り組みを推進します。 
 

第５節 計画の期間 

本計画は、令和６年度から令和11年度までの６年間を計画期間として策定し、定期的な

評価と進捗状況の管理を行います。 

また、国の自殺総合対策大綱及び県及び両磐圏域の自殺対策アクションプランの見直し

の状況等も踏まえ、必要により見直しを行い、効果的に対策が推進されるよう進めます。 

平
泉
町
自
死
対
策
計
画


第
�
次
� 

【主な関連計画】 

平泉町地域福祉計画 

健康ひらいずみ21（健康増進計画） 

平泉町保健事業実施計画(データヘルス計画) 

平泉町高齢者福祉計画 

平泉町障がい者福祉計画・障がい福祉計画等 

平泉町子ども・子育て支援事業計画 

平 泉 町 総 合 計 画 
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第２章 平泉町の自死の現状と課題 

第１節 統計データからみる現状  

１ 自殺者数の推移 

平泉町の平成25年〜令和４年の10年間の自殺者数の累計は17人で、毎年３人以下で推移

しています。 

また、新型コロナウイルス感染症拡大のあった令和２年以降については、毎年１人また

は２人となっています。 

性別でみると、男性が女性に比べて多い傾向にあります。 

◆自殺者数の推移（平成25年～令和４年、男女別） 

 
※居住地基準 資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

（本出典は、厚生労働省自殺対策推進室において、警察庁から提供を受けた自殺データに基づき再集計したもので、以降も同様） 

 

 

２ 年代別自殺者数の状況 

平成25年〜令和４年の10年間年代別の自殺者数は、男性では、40〜50歳代が６人となっ

ており、女性では、80歳以上が３人となっています。 

◆年代別自殺者数の状況（平成２５年～令和４年、年代別） 

 

※居住地基準 資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 
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３ 自殺死亡率の比較 

自殺死亡率(人口10万人に対する自死者数)は、平成29年までは、国・県に比べて同等ま

たは高い水準で推移していましたが、平成30年以降減少傾向にあります。 

◆自殺死亡率の推移（平成２５年～令和４年、平泉町・岩手県・全国） 

 
※居住地基準 資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

 

 

４ 男女別自殺死亡率の推移 

男性の自殺死亡率は、平成25年と平成27年を除いて、国・県と同等で推移しています。 

女性の自殺死亡率は、自死者が１人以上いる年では国・県の水準を上回っています。 

◆男女別自殺死亡率の推移（平成２５年～令和４年、平泉町・岩手県・全国） 

  
※居住地基準 資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 
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５ 自殺の原因別割合 

自殺の原因をみると、全体では、健康問題が80.0％と最も高く、次いで、経済・生活問題

が20.0％となっています。 

◆自殺の原因別割合（平成２５年～令和４年） 

 
※居住地基準 資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

 

 

６ 自殺者の職業別割合 

自殺者の職業をみると、全体では、年金・雇用保険等生活者とその他の無職者で占めら

れています。 

◆自殺者の職業別割合（平成２５年～令和４年） 

 
※居住地基準 資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

 

 

７ 自殺者の自殺未遂歴の状況 

自殺者の自殺未遂歴をみると、全体では自殺未遂経験ありが16.7％となっています。 

◆自殺未遂歴の状況（平成２５年～令和４年） 

 
※居住地基準 資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 
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８ 地域自殺実態プロファイルからみた本町の自死の特徴 

国が作成した地域自殺実態プロファイルにおいては、本町の自死対策の取り組みにおけ

る重点パッケージ（重点施策）として、「子ども・若者」「無職者・失業者」「生活困窮者」

「高齢者」への取り組みが推奨されています。 

◆地域自殺実態プロファイルから推奨される重点パッケージ 

重点パッケージ 

子ども・若者 

無職者・失業者 

生活困窮者 

高齢者 

◆本町における自殺の特徴 

自殺者の特性 背景にある主な自殺の危機経路* 

男性 20～39 歳無職同居 
①【30 代その他無職】ひきこもり＋家族間の不和→孤立→自殺 

②【20 代学生】就職失敗→将来悲観→うつ状態→自殺 

男性 40～59 歳無職同居 失業→生活苦→借金＋家族間の不和→うつ状態→自殺 

女性 60 歳以上無職独居 死別・離別＋身体疾患→病苦→うつ状態→自殺 

女性 40～59 歳有職同居 職場の人間関係＋家族間の不和→うつ状態→自殺 

男性 60 歳以上有職同居 

①【労働者】身体疾患＋介護疲れ→アルコール依存→うつ状態

→自殺 

②【自営業者】事業不振→借金＋介護疲れ→うつ状態→自殺 

【集計・算出方法】 

・警察庁自殺統計原票データを厚生労働省（自殺対策推進室）にて特別集計 

*「背景にある主な自殺の危機経路」は、ライフリンク「自殺実態白書2013」を参考に推定したもの。自殺者の特性別に見て代

表的と考えられる経路の一例を示しており、記載の経路が唯一のものではない。 

資料：いのち支える自殺対策推進センター「地域自殺実態プロファイル 2022」 

◆自殺の危機経路 

 
資料：NPO 法人自殺対策支援センター ライフリンク 
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第２節 こころの健康に関するアンケート調査結果からみる現状 

 

調査概要 

・調査地域 ：町内全域 

・調査期間 ：令和４年10⽉〜11月 

・調査方法 ：郵送による配布・回収 

・回収状況 ：配布数1,200件、回収数623件、回収率51.9% 

※「前回調査」は平成30年11月〜12月に実施した調査との比較になります。 

  
 

【調査結果の見方】 

・回答結果の割合は有効回収数に対して､それぞれの回答数の割合を小数点以下第２位で

四捨五入したものです｡そのため､単数回答(複数の選択肢から１つの選択肢を選ぶ方式)

であっても合計値が100.0%にならない場合があります｡ 

・図表中の｢ｎ(ｎｕｍｂｅｒ ｏｆ ｃａｓｅ)｣は､有効回収数(あるいは回答者限定設問

の限定条件に該当する人数)を表しています｡ 

・18〜29歳については、回答者数が少ないため参考値として数値を掲載しています。 

 

１ 心の状態や社会とのつながりについて 

○この１か月間に日常生活で不満や悩み、苦労、ストレスなどを感じたか 

• 「非常に感じた」と「感じた」を合わせた“不満や悩み、苦労、ストレスを感じた”が

49.5％と、「あまり感じなかった」と「全く感じなかった」を合わせた“不満や悩み、苦労、

ストレスを感じなかった”の47.0％を上回っています。 

• 年代別にみると、30〜39歳で“不満や悩み、苦労、ストレスを感じた”が75.9％と他の年代

に比べて多くなっています。 

 
 

  

今回 前回 差 男性 女性
18～

29歳

30～

39歳

40～

49歳

50～

59歳

60～

69歳

70～

79歳

n=623 n=441 - n=293 n=319 n=31 n=54 n=75 n=91 n=168 n=197

非常に感じた 10.8 17.5 -6.7 8.5 13.2 29.0 14.8 26.7 13.2 5.4 4.6

感じた 38.7 38.3 0.4 37.2 39.2 38.7 61.1 38.7 48.4 35.7 30.5

あまり感じなかった 35.8 33.6 2.2 37.5 34.8 22.6 20.4 30.7 24.2 44.6 42.1

全く感じなかった 11.2 7.5 3.7 14.7 8.5 9.7 3.7 4.0 8.8 13.1 16.2

不明・無回答 3.5 3.2 0.3 2.0 4.4 0.0 0.0 0.0 5.5 1.2 6.6

全体 性別 年代別
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○日常生活で不満や悩み、苦労、ストレスなどを感じた原因 

• 「家庭の問題（家族関係の不和、子育て、家族の介護・看病など）」が44.8％と最も多く、

次いで「勤務関係の問題（転勤、仕事の不振、職場の⼈間関係、⻑時間労働など）」が

42.2％、「病気など健康の問題（自分の病気の悩み、身体の悩み、心の悩みなど）」が

39.0％となっています。 

• 性別にみると、男性で「勤務関係の問題」、女性で「家庭の問題」が最も多くなっていま

す。また、男性で「経済的な悩み」が21.6％と女性に比べて多くなっています。 

• 年代別にみると、30〜59歳で「勤務関係の問題」、60〜69歳で「家庭の問題」、70〜79

歳で「病気など健康の問題」が最も多くなっています。また、30〜39歳で「経済的な悩み」

が24.4％と他の年代に比べて多くなっています。 

 
 

○こころの状態（Ｋ６） 

• 「５点未満」が60.2％と最も多く、次いで「５〜９点」が17.3％、「10〜14点」が８.5％

となっています。 

• 年代別にみると、「10点以上」が30〜39歳で25.9％、40〜49歳で28.0％とそれぞれ他の年

代に比べて多くなっています。 

   
※Ｋ６とはうつ病や不安障害などの精神疾患の可能性がある人を見つけるための調査手法。「まったくない」＝

０点、「少しだけ」＝１点、「ときどき」＝２点、「たいてい」＝３点、「いつも」＝４点として①から⑥の

合計点を算出する。10点以上がうつ状態等が疑われるとされている。 

  

今回 前回 差 男性 女性
18～

29歳

30～

39歳

40～

49歳

50～

59歳

60～

69歳

70～

79歳

n=308 n=246 - n=134 n=167 n=21 n=41 n=49 n=56 n=69 n=69

家庭の問題 44.8 47.2 -2.4 30.6 56.9 42.9 48.8 36.7 48.2 50.7 40.6

病気など健康の問題 39.0 33.7 5.3 40.3 38.3 38.1 26.8 44.9 33.9 30.4 55.1

経済的な悩み 18.5 19.5 -1.0 21.6 16.2 33.3 24.4 18.4 17.9 15.9 14.5

勤務関係の問題 42.2 48.4 -6.2 51.5 35.3 52.4 58.5 67.3 60.7 26.1 11.6

男女関係の問題 3.2 5.7 -2.5 3.0 3.6 19.0 4.9 6.1 1.8 0.0 0.0

学校の問題 2.9 2.8 0.1 2.2 3.0 28.6 2.4 0.0 1.8 0.0 1.4

その他 6.8 4.1 2.7 8.2 6.0 0.0 7.3 4.1 1.8 10.1 11.6

全体 性別 年代別

全体

今回 男性 女性
18～

29歳

30～

39歳

40～

49歳

50～

59歳

60～

69歳

70～

79歳

n=623 n=293 n=319 n=31 n=54 n=75 n=91 n=168 n=197

５点未満 60.2 60.4 60.5 51.6 53.7 42.7 49.5 72.6 65.0

５～９点 17.3 17.4 16.9 19.4 20.4 26.7 23.1 16.1 10.7

10～14点 8.5 9.6 7.8 12.9 18.5 17.3 14.3 2.4 4.6

15～19点 3.7 3.4 4.1 16.1 7.4 8.0 3.3 2.4 0.5

20点以上 1.0 1.4 0.3 0.0 0.0 2.7 2.2 0.6 0.5

不明・無回答 9.3 7.8 10.3 0.0 0.0 2.7 7.7 6.0 18.8

性別 年代別
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２ 悩みやストレスの相談について 

○悩みやストレスを感じた時に、だれかに相談したいと思うか 

• 「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」を合わせた“そう思う”が64.0％と、「どち

らかといえばそう思わない」「そう思わない」を合わせた“そう思わない”の22.0％を上回

っています。 

• 性別にみると、男性で“そう思わない”が27.6％と女性に比べて多くなっています 

• 年代別にみると、30〜39歳で“そう思わない”が31.5％と他の年代に比べて多くなっていま

す。 

 

○悩みやストレスを感じた時に、だれかに相談したいと思わない理由 

• 「悩みやストレスは、自分で解決するから相談は必要ない」が54.7％と最も多く、次いで
「相談にのってくれるところが、信用できるかどうかわからないから」が23.4％、「相談
した経験があるが、その対応が適切ではなかったから」が13.1％となっています。 

• 性別にみると、男性で「相談にのってくれるところを知らないから」が13.6％と女性に比
べて多く、女性で「相談した経験があるが、その対応が適切ではなかったから」が16.7％
と男性に比べて多くなっています。 

• 年代別にみると、「相談した経験があるが、その対応が適切ではなかったから」が30〜39
歳で17.6％、40〜49歳で13.3％、60〜69歳で16.2％、40〜49歳で「相談にのってくれると
ころが、信用できるかどうかわからないから」が40.0％とそれぞれ他の年代に比べて多く
なっています。 

  

全体

今回 男性 女性
18～

29歳

30～

39歳

40～

49歳

50～

59歳

60～

69歳

70～

79歳

n=623 n=293 n=319 n=31 n=54 n=75 n=91 n=168 n=197

そう思う 28.7 24.2 33.5 32.3 29.6 34.7 27.5 30.4 25.9

どちらかといえばそう

思う
35.3 32.8 37.6 32.3 38.9 36.0 38.5 36.3 31.5

どちらかといえばそう

思わない
9.6 13.3 6.6 12.9 16.7 10.7 7.7 9.5 8.1

そう思わない 12.4 14.3 10.3 12.9 14.8 9.3 9.9 12.5 14.2

わからない 10.1 12.6 7.8 9.7 0.0 9.3 12.1 10.1 12.2

不明・無回答 3.9 2.7 4.1 0.0 0.0 0.0 4.4 1.2 8.1

性別 年代別

全体

今回 男性 女性
18～

29歳

30～

39歳

40～

49歳

50～

59歳

60～

69歳

70～

79歳

n=137 n=81 n=54 n=8 n=17 n=15 n=16 n=37 n=44

相談することは、恥ずかし

いことだから
8.0 8.6 7.4 12.5 5.9 13.3 12.5 8.1 4.5

相談にのってくれるところ

が、信用できるかどうかわ

からないから

23.4 24.7 22.2 50.0 11.8 40.0 25.0 18.9 20.5

相談した経験があるが、そ

の対応が適切ではなかった

から

13.1 11.1 16.7 37.5 17.6 13.3 6.3 16.2 6.8

相談にのってくれるところ

を知らないから
9.5 13.6 3.7 12.5 5.9 13.3 12.5 10.8 6.8

悩みやストレスは、自分で

解決するから相談は必要な

い

54.7 56.8 51.9 0.0 58.8 53.3 50.0 56.8 63.6

その他 13.1 9.9 18.5 12.5 29.4 13.3 12.5 8.1 11.4

不明・無回答 5.1 3.7 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 9.1

性別 年代別



 

11 
 

○不満や悩み、つらい気持ちを相談する人がいるか 

• 「いる」が73.2％と、「いない」の22.0％を上回っています。 

 
 

○不満や悩み、つらい気持ちを相談する相手 

• 不満や悩み、つらい気持ちを相談する相手については、「同居の家族」が69.1％と最も多

く、次いで「友人」が50.2％、「同居していない家族」が34.0％となっています。 

• 性別にみると、女性で「同居していない家族」が45.5％、「友人」が56.5％と、それぞれ

男性に比べて多くなっています。 

• 年代別にみると、30〜39歳で「勤務先の上司や同僚」が40.9％、「ＬＩＮＥなどのＳＮＳ

やインターネット上の相談窓口」が6.8％、70〜79歳で「近隣・地域住⺠」が15.2％と、そ

れぞれ他の年代に比べて多くなっています。 

 
  

今回 前回 差 男性 女性
18～

29歳

30～

39歳

40～

49歳

50～

59歳

60～

69歳

70～

79歳

n=623 n=441 - n=293 n=319 n=31 n=54 n=75 n=91 n=168 n=197

いる 73.2 76.9 -3.7 66.9 79.3 71.0 81.5 76.0 68.1 79.8 67.0

いない 22.0 18.4 3.6 29.0 15.7 29.0 18.5 22.7 24.2 18.5 24.4

不明・無回答 4.8 4.8 0.0 4.1 5.0 0.0 0.0 1.3 7.7 1.8 8.6

全体 性別 年代別

今回 前回 差 男性 女性
18～

29歳

30～

39歳

40～

49歳

50～

59歳

60～

69歳

70～

79歳

n=456 n=240 - n=196 n=253 n=22 n=44 n=57 n=62 n=134 n=132

同居の家族 69.1 70.8 -1.7 79.1 61.7 68.2 72.7 75.4 72.6 70.1 62.9

同居していない家族 34.0 21.8 12.2 18.9 45.5 22.7 38.6 28.1 33.9 33.6 37.1

友人 50.2 49.6 0.6 41.8 56.5 63.6 45.5 56.1 51.6 48.5 47.7

近隣・地域住民 8.1 5.0 3.1 8.2 7.9 0.0 0.0 5.3 1.6 9.0 15.2

勤務先の上司や同僚 14.9 23.0 -8.1 15.3 15.0 13.6 40.9 29.8 25.8 9.0 1.5

学校の先生 0.2 1.5 -1.3 0.0 0.4 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

精神科・心療内科医 2.9 1.2 1.7 1.0 4.3 13.6 0.0 3.5 8.1 1.5 0.8

かかりつけ医 4.2 3.2 1.0 6.1 2.8 0.0 6.8 3.5 0.0 4.5 6.1

保健センター・保健所 0.2 0.9 -0.7 0.5 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0

民生委員 1.1 0.3 0.8 1.5 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 3.0

電話相談員 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LINEなどのSNSやインター

ネット上の相談窓口
1.3 1.5 -0.2 1.5 0.8 4.5 6.8 1.8 1.6 0.0 0.0

ケアマネージャー・ヘ

ルパー
2.4 - - 0.5 4.0 0.0 0.0 0.0 1.6 4.5 3.0

その他 3.9 2.9 1.0 2.6 5.1 9.1 9.1 1.8 3.2 4.5 2.3

不明・無回答 0.4 0.0 0.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.8

全体 性別 年代別
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○不満や悩み、つらい気持ちを相談する方法 

• 「対面」が93.2％と最も多く、次いで「電話」が38.8％、「ＳＮＳやインターネット上」

が12.3％となっています。 

• 性別にみると、女性で「電話」が48.6％、「ＳＮＳやインターネット上」が14.2％と、そ

れぞれ男性に比べて多くなっています。 

 

 

○相談機関や窓口などを知っているか 

• 「保健センター」が76.9％と最も多く、次いで「役場（生活保護等）」が47.5％、「保健

所」が44.6％となっています。 

• 年代別にみると、30〜39歳で「役場（生活保護等）」が33.3％、「社会福祉協議会」が

24.1％と、それぞれ他の年代に比べて少なくなっています。また、30〜39歳で「どれも知

らない」が20.4％と他の年代に比べて多くなっています。 

  

  

全体

今回 男性 女性
18～

29歳

30～

39歳

40～

49歳

50～

59歳

60～

69歳

70～

79歳

n=456 n=196 n=253 n=22 n=44 n=57 n=62 n=134 n=132

対面 93.2 94.9 92.1 90.9 88.6 94.7 90.3 94.0 94.7

電話 38.8 26.5 48.6 40.9 38.6 42.1 35.5 35.8 42.4

SNSやインターネット上 12.3 9.2 14.2 45.5 29.5 24.6 17.7 3.7 1.5

その他 0.7 1.0 0.4 0.0 2.3 0.0 1.6 0.0 0.8

不明・無回答 1.1 2.0 0.4 0.0 0.0 1.8 1.6 1.5 0.8

性別 年代別

全体

今回

n=623

男性

n=293

女性

n=319

18～

29歳

n=31

30～

39歳

n=54

40～

49歳

n=75

50～

59歳

n=91

60～

69歳

n=168

70～

79歳

n=197

保健センター 76.9 74.1 80.6 74.2 63.0 78.7 79.1 82.1 75.6

保健所 44.6 42.3 47.3 54.8 40.7 41.3 53.8 48.8 38.1

子育て世代包括支援センター 12.4 11.6 13.5 12.9 14.8 16.0 12.1 14.3 9.1

子育て支援センター 27.9 20.5 35.4 29.0 29.6 38.7 37.4 26.2 20.8

児童相談所 32.7 27.0 38.9 61.3 33.3 41.3 37.4 33.3 22.8

役場（生活保護等） 47.5 49.8 46.1 38.7 33.3 46.7 53.8 50.0 48.2

社会福祉協議会 40.9 39.6 42.9 25.8 24.1 41.3 44.0 48.8 40.6

精神保健福祉センター 4.3 2.4 6.3 6.5 5.6 6.7 4.4 4.2 3.0

県民生活センター 16.5 17.7 15.7 12.9 7.4 13.3 23.1 19.0 15.7

信用生協 6.9 7.2 6.6 16.1 1.9 9.3 13.2 5.4 4.1

産業保健センター 1.1 1.0 1.3 3.2 1.9 0.0 1.1 1.2 1.0

ハローワーク 34.7 34.5 35.7 48.4 29.6 44.0 44.0 41.1 21.3

地域生活支援センター 13.5 9.6 17.6 19.4 14.8 13.3 14.3 13.1 12.7

地域包括支援センター 21.0 14.0 28.2 12.9 9.3 25.3 17.6 26.2 21.8

盛岡いのちの電話 14.9 8.5 21.0 9.7 11.1 20.0 18.7 18.5 10.2

子どもの人権110番 19.1 15.4 22.9 41.9 16.7 22.7 30.8 17.3 11.7

ヤングテレホン相談 5.0 2.7 6.9 16.1 5.6 4.0 12.1 2.4 2.5

女性の人権ホットライン 11.2 3.8 18.5 16.1 14.8 10.7 15.4 14.3 5.6

♯いのちSOS岩手(SNS相談) 12.4 8.9 15.7 19.4 13.0 13.3 18.7 13.1 7.6

どれも知らない 7.1 9.6 4.7 12.9 20.4 10.7 6.6 3.6 4.1

その他 1.1 2.4 0.0 3.2 3.7 1.3 1.1 0.6 0.5

不明・無回答 7.1 7.2 6.6 0.0 5.6 0.0 4.4 5.4 13.7

年代別性別
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○どのような相談の機会があればよいと思うか 

• 「公的機関の専門家による相談」が38.2％と最も多く、次いで「電話相談」が25.8％、

「⺠間の専門家による相談」が17.7％となっています。 

• 性別にみると、女性で「住所地ではない相談場所での相談」が16.9％と男性に比べて多く

なっています。 

• 年代別にみると、30〜39歳で「ＳＮＳやインターネット上での相談」が最も多くなってい

ます。また、40〜49歳で「知らない人には相談したくない」が25.3％、「訪問による相談」

が60〜69歳で16.1％、70〜79歳で16.8％とそれぞれ他の年代に比べて多くなっています。 

 

 

  

全体

今回 男性 女性
18～

29歳

30～

39歳

40～

49歳

50～

59歳

60～

69歳

70～

79歳

n=623 n=293 n=319 n=31 n=54 n=75 n=91 n=168 n=197

公的機関の専門家による

相談
38.2 37.9 38.9 16.1 27.8 40.0 36.3 36.9 45.7

民間の専門家による相談 17.7 18.1 17.6 9.7 16.7 24.0 18.7 19.6 14.7

訪問による相談 11.7 11.3 12.2 3.2 5.6 5.3 4.4 16.1 16.8

面接相談 16.9 18.8 14.7 12.9 13.0 13.3 17.6 20.2 15.7

電話相談 25.8 25.6 25.7 12.9 18.5 24.0 28.6 28.0 26.9

SNSやインターネット上

での相談
11.7 10.9 11.9 48.4 31.5 21.3 9.9 4.8 3.6

同じ悩みや不安を抱える

人達の集まり
16.4 14.0 18.5 16.1 14.8 13.3 17.6 18.5 15.2

ボランティアによる相談 2.6 4.8 0.6 6.5 1.9 2.7 1.1 2.4 3.0

住所地でない相談場所で

の相談
13.0 8.9 16.9 9.7 13.0 16.0 18.7 11.9 10.7

知らない人には相談した

くない
15.6 16.0 15.4 19.4 7.4 25.3 17.6 11.9 16.2

相談の機会は必要ない 4.3 5.5 3.1 3.2 5.6 4.0 4.4 4.8 3.6

その他 1.8 3.4 0.3 3.2 1.9 0.0 2.2 1.2 2.5

不明・無回答 9.0 8.2 9.7 0.0 3.7 2.7 7.7 9.5 14.2

性別 年代別
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３ 自死に関する状況について 

○これまでに本気で「消えてしまいたい」や「死にたい」と考えたことがあるか 

• 「これまでに本気で考えたことはない」が74.5％と最も多く、次いで「10年以上前に本気

で考えたことがある」が９.8％、「ここ５年位の間に本気で考えたことがある」が3.9％と

なっています。 

 

 

○これまでに本気で「消えてしまいたい」や「死にたい」と考えた原因 

• 「勤務関係の問題（転勤、仕事の不振、職場の⼈間関係、⻑時間労働など）」が38.0％と

最も多く、次いで「家庭の問題（家族関係の不和、子育て、家族の介護・看病など）」が

31.8％、「経済的な問題（倒産、事業不振、借金、失業など）」が19.4％となっています。 

• 性別にみると、男性で「勤務関係の問題」、女性で「家庭の問題」が最も多くなっていま

す。 

 

  

今回 前回 差 男性 女性
18～

29歳

30～

39歳

40～

49歳

50～

59歳

60～

69歳

70～

79歳

n=623 n=441 - n=293 n=319 n=31 n=54 n=75 n=91 n=168 n=197

これまでに本気で考え

たことはない
74.5 65.5 9.0 78.2 71.2 51.6 59.3 68.0 67.0 83.3 80.2

この１か月以内に本気

で考えたことがある
1.4 4.8 -3.4 0.3 1.9 3.2 3.7 2.7 1.1 0.6 0.5

この１年以内に本気で

考えたことがある
3.0 5.9 -2.9 1.7 4.1 12.9 5.6 2.7 4.4 1.8 1.5

ここ５年位の間に本気

で考えたことがある
3.9 4.1 -0.2 4.8 3.1 22.6 7.4 5.3 3.3 1.2 2.0

５～10年前に本気で考

えたことがある
2.6 9.1 -6.5 2.4 2.8 6.5 11.1 2.7 3.3 0.6 1.0

10年以上前に本気で考

えたことがある
9.8 10.7 -0.9 8.9 11.0 3.2 13.0 16.0 16.5 8.3 6.1

全体 性別 年代別

今回 前回 差 男性 女性
18～

29歳

30～

39歳

40～

49歳

50～

59歳

60～

69歳

70～

79歳

n=129 n=132 - n=53 n=73 n=15 n=22 n=22 n=26 n=21 n=22

家庭の問題 31.8 29.5 2.3 20.8 39.7 46.7 36.4 22.7 34.6 23.8 31.8

病気など健康の問題 17.1 12.1 5.0 15.1 19.2 20.0 13.6 18.2 23.1 4.8 22.7

経済的な問題 19.4 10.6 8.8 26.4 15.1 40.0 13.6 31.8 15.4 9.5 13.6

勤務関係の問題 38.0 27.3 10.7 45.3 32.9 46.7 40.9 50.0 34.6 38.1 18.2

男女関係の問題 13.2 9.1 4.1 13.2 13.7 33.3 18.2 9.1 7.7 19.0 0.0

学校の問題 15.5 9.1 6.4 13.2 16.4 53.3 31.8 18.2 0.0 4.8 0.0

その他 5.4 2.3 3.1 9.4 2.7 0.0 4.5 4.5 0.0 9.5 13.6

不明・無回答 12.4 0.0 12.4 7.5 16.4 0.0 4.5 0.0 15.4 19.0 31.8

全体 性別 年代別
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４ 自死の現状と対策について 

○自死を減少させるために重要と思うこと 

• 「学校での“いのちの教育”の充実（ＳＯＳの出し方教育）」が47.5％と最も多く、次いで

「精神科医などの専門医へ受診しやすい環境づくり」が35.3％、「孤立しやすい人を地域

で見守るネットワークづくり」が25.7％となっています。 

• 性別にみると、男性で「自死や心の健康に関する普及啓発」が25.9％、「債務相談や生活

困窮者への相談の充実」が17.4％とそれぞれ女性に比べて多く、女性で「ＬＩＮＥなどの

ＳＮＳやインターネットによる相談の充実」が17.6％、「かかりつけ医、精神科医、相談

機関などのネットワークづくり」が24.5％、「精神科医などの専門医へ受診しやすい環境

づくり」が40.1％と、それぞれ男性に比べて多くなっています。 

• 年代別にみると、30〜39歳で「ＬＩＮＥなどのＳＮＳやインターネットによる相談の充実」

が44.4％、60〜69歳で「孤立しやすい人を地域で見守るネットワークづくり」が31.5％と

他の年代に比べて多くなっています。 

  

  

全体

今回

n=623

男性

n=293

女性

n=319

18～

29歳

n=31

30～

39歳

n=54

40～

49歳

n=75

50～

59歳

n=91

60～

69歳

n=168

70～

79歳

n=197

自死や心の健康に関する普及啓発 21.2 25.9 17.2 19.4 14.8 17.3 17.6 23.2 24.9

学校での「いのちの教育」の充実

（SOSの出し方教育）
47.5 44.4 50.5 45.2 50.0 41.3 50.5 47.0 48.7

職場での心の健康づくりの推進 22.6 21.8 23.2 25.8 33.3 34.7 31.9 20.2 12.2

地域での「こころの健康相談」な

ど、身近な相談場所の充実
23.4 23.5 23.8 22.6 9.3 18.7 16.5 28.6 28.9

電話相談の充実 13.8 15.7 11.6 6.5 13.0 12.0 12.1 17.9 12.7

LINEなどのSNSやインターネット

による相談の充実
14.9 11.9 17.6 58.1 44.4 18.7 17.6 8.9 3.0

自死遺族支援の充実 3.5 2.0 5.0 9.7 5.6 2.7 5.5 1.8 3.0

自死未遂者支援の充実 5.1 4.4 5.6 6.5 11.1 5.3 8.8 3.6 2.5

かかりつけ医、精神科医、相談機

関などのネットワークづくり
19.9 15.0 24.5 22.6 18.5 18.7 20.9 23.2 17.3

精神科医などの専門医へ受診しや

すい環境づくり
35.3 30.0 40.1 41.9 35.2 40.0 34.1 31.5 36.0

債務相談や生活困窮者への相談の

充実
14.6 17.4 12.2 6.5 16.7 5.3 19.8 15.5 15.7

ゲートキーパーの養成 6.3 5.8 6.9 12.9 3.7 13.3 8.8 5.4 3.0

孤立しやすい人を地域で見守る

ネットワークづくり
25.7 23.9 27.3 9.7 16.7 25.3 24.2 31.5 26.4

その他 3.7 5.1 2.5 6.5 7.4 6.7 2.2 3.0 2.5

不明・無回答 6.3 5.8 6.3 0.0 3.7 5.3 4.4 6.5 8.6

年代別性別
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第３節 第１次計画の進捗状況 

１ 第１次計画における取り組みと評価 

基本施策１ 地域におけるネットワークの強化 

医師、⻭科医師、保健所等各関係団体の代表で構成する平泉町自死対策推進連絡会議を

設置し、計画の進捗状況の評価を行い、自死対策を総合的に進めるための会議を毎年開催し

ました。 

また、平泉町自死対策庁内連絡会議を年１回開催し、庁内においても、町の自死の状況

や自死対策事業の現状や課題を共有し、支援ネットワークの強化を図ってきました。今後も、

庁舎内の関係課の職員と町の自死の状況や自死対策事業について理解を深め、全庁的に自死

対策に取り組むことが重要です。 

 

 基準値 

平成 30 年 

実績値 

令和４年 
目標値 達成状況 

平泉町自死対策推進連絡会議 

開催 
年１回 年１回 年１回以上 達成 

平泉町自死対策庁内連絡会議 

開催 
年１回 年１回 年１回以上 達成 
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基本施策２ 自死対策を支える人材の育成 

自死の兆候の早期発見、早期対応のための人材育成に向け、職員や町⺠・関係団体等を

対象にゲートキーパーの養成に努めました。 

⺠⽣委員・児童委員や保健推進員、食生活改善推進員等の地区組織、地域ボランティア

など、⽇頃から地域住⺠と接する機会の多い⽅を中⼼にゲートキーパーが増えています。ゲ

ートキーパー養成者数は、令和４年度時点で、延べ472名となりました。 

また、地域の高齢者が抱える問題について、自死対策の視点も踏まえて支援ができるよ

う、⾼齢者の⽀援に携わる⺠⽣委員・児童委員や町内事業所・施設等の関係機関等と地域ケ

ア推進会議を定期的に開催しました。 

今後も引き続き、町⺠に対してゲートキーパーを広く周知し、様々な分野でのゲートキ

ーパーの養成を積極的に推進するとともに、地域ケア推進会議等の開催を通じて、関係者の

情報共有、スキルアップの他、関係者のメンタルヘルスの向上にも繋がるよう、取り組みが

望まれます。 

 

 基準値 

平成 30 年 

実績値 

令和４年 
目標値 達成状況 

ゲートキーパー研修 

開催回数 

職員向け ０回 年 1 回 年１回 達成 

町民・団体等

向け 
２回 年４回 年２回以上 達成 

ゲートキーパー養成者数 103 人 延べ 472 人 延べ 400 人 達成 

地域ケア推進会議開催回数 年２回 年２回 年２回以上 達成 
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基本施策３ 町⺠への啓発と周知 

自死対策に関する情報の発信による町⺠の意識啓発及び情報周知に向け、チラシによる

相談窓口の周知、成人式や申告会場での啓発、ひらいずみココロフェスタの開催、地区公⺠

館での健康教育等、様々な機会を通じて啓発・周知に取り組みました。新型コロナウイルス

感染症流行の影響により、令和３年度以降開催を見送った講座もあることから、今後はより

効果的な情報発信の方法を検討する必要があります。 

自死は、個人の問題ではなく、地域で考え取り組むべき問題として捉える必要があるこ

とを、あらゆる機会を通じて各世代に啓発し、理解を図っていくことが重要です。 

 

 基準値 

平成 30 年 

実績値 

令和４年 
目標値 達成状況 

チラシ設置窓口 

庁内 １か所 ６か所 ６か所 達成 

町内関係機関 - 11 か所 10 か所 達成 

成人式・申告会場での啓発 年１回 年１回 継続実施 達成 

講演会、講座、教室の開催件数 年１～３回 ２回 年５回以上 未達成 
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基本施策４ 生きることの促進要因への支援 

⽼⼈クラブの活動⽀援や、各種介護予防事業を実施することで、地域の町⺠同⼠が交流

し、地域の支え合いの強化を図りました。町が実施する一般介護予防事業への参加者数は目

標値を下回っていますが、住⺠主体のいきいき百歳体操が定着し地域に通いの場が増えてい

ることから、高齢者の生きがいや健康づくりに繋がっているものと思われます。 

 

 基準値 

平成 30 年 

実績値 

令和４年 
目標値 達成状況 

一般介護予防事業参加者数 2,528 人 1,473 人 2,600 人 未達成 

 

 

基本施策５ 児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 

児童生徒が、生活上の困難・ストレスに直面した時の対処方法やＳＯＳの出し方、困っ

た時の相談窓口について、中学校において実施した生と性に関する講演会と併せ健康教育を

行いました。 

今後も各学校や町教育委員会と連携し、児童生徒の生きるための支援を継続していきま

す。 

 

 基準値 

平成 30 年 

実績値 

令和４年 
目標値 達成状況 

ＳＯＳの出し方教育開催回数 - 
中学校１、２ 

年生 各 1 回 

各小・中学校 

１回ずつ 
おおむね達成 
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重点施策１ 子ども・若者への対策 

子ども・若者を取りまく環境は、学校、職場、出産、子育てなど多岐にわたるため、今

後はそれぞれの悩みに応じた関係機関との連携強化や相談窓口の周知をすることが重要とな

ります。 

 

 基準値 

平成 30 年 

実績値 

令和４年 
目標値 達成状況 

ＳＯＳの出し方教育開催回数

（再掲） 
- 

中学校１、２ 

年生 各 1 回 

各小・中学校 

１回ずつ 
おおむね達成 

成人式での啓発（再掲） 年１回 年 1 回 現状維持 達成 

 

 

重点施策２ 働き盛り世代への対策 

働き盛り世代は、勤務問題や家庭問題、経済問題など様々な問題を抱えやすく、心理

的・社会的にも負担を抱えることが多い世代です。また、⻑時間労働や職場、家庭の⼈間関

係等を原因とする悩みやストレスをだれにも相談できず孤立している人は少なくありません。 

勤務環境、労働環境の多様化に対応できるよう、メンタルヘルス、ワークライフバラン

ス、ハラスメント対策など、職場での対策に加え、行政や地域の関係機関が連携しながら自

死予防のための普及啓発を推進していく必要があります。 

 

 基準値 

平成 30 年 

実績値 

令和４年 
目標値 達成状況 

健康教室（がっちりエクササイ

ズ）※ 
４回 ５回 現状維持 達成 

労働者への啓発 - 年１回 年１回以上 達成 

※令和２年度以降、新型コロナウイルス感染症流行の影響により事業を見直したため、運動に関連し 

た教室の実施回数を実績値として計上した。  
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重点施策３ 生活困窮者・無職者等への対策 

生活困窮者の中には、複合的な課題（失業、住居がない、多重債務、心身の不調、介

護・ひきこもり・虐待などの家庭問題、孤独・孤立など）を抱えている人が少なくありませ

ん。生活困窮者による自死を防ぐには、経済的な支援だけでなく、就労支援や心身の疾患に

対する相談や治療、家族を含めた支援など、関係者が連携して包括的に支援していく必要が

あります。 

 

 基準値 

平成 30 年 

実績値 

令和４年 
目標値 達成状況 

生活保護世帯数 

※生活保護相談件数から指標を

変更 

44 件 35 件 現状維持 ―※ 

※指標の変更を行ったため、達成状況は「―」としています。 

 

 

重点施策４ シニア世代・高齢者への対策 

高齢者の自死は病気による悩みや身体機能の低下などに伴い、社会的な役割の喪失感や

孤立感、人の世話になることへの負担感などが原因となることが多いとされています。今後

も、高齢者の様々な背景や価値観に対応した支援の継続が望まれます。 

 

 基準値 

平成 30 年 

実績値 

令和４年 
目標値 達成状況 

地域ケア推進会議開催回数 

（再掲） 
年２回 年２回 年２回以上 達成 

一般介護予防事業参加者数 

（再掲） 
2,528 人 1,473 人 2,600 人 未達成 
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第３章 計画の基本的な考え方 

第１節 基本理念  

第１次計画では、人を自死に追い込む様々な要因を解消することにより、社会全体の自

死リスクの低下を図るとともに、生きることの包括的な支援として総合的に自死対策を推進

し、だれも自死に追い込まれることのない平泉町の実現を目指してきました。 

第２次計画では、計画の基本理念を踏襲し、これまでの取り組みを継続、発展させなが

ら、新たな課題に対応していき、だれも自死に追い込まれることのない平泉町を目指します。 
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第２節 計画の基本方針  

令和４年10月に閣議決定された「自殺総合対策大綱」に則り、本計画においては、次の

６つを基本方針として掲げます。 

 

1．生きることの包括的な支援として推進する 

自死リスクが高まるのは、自己肯定感や信頼できる人間関係、危機回避能力等の「生き

ることの促進要因」よりも、失業や多重債務、生活困窮等の「生きることの阻害要因」が上

回った時だとされています。 

そのため自死対策は、個人においても地域や職場においても、「生きることの阻害要因」

を減らし、「生きることの促進要因」を増やす取り組みを行い、双方の取り組みを通じて自

死リスクを低下させる方向で推進する必要があります。 

また、自死防止や遺族支援といった狭義の取り組みのみならず、地域において「生きる

支援」に関連するあらゆる取り組みを総動員して、「生きることの包括的な支援」の推進を

図ります。 

 

2．関連施策との有機的な連携による総合的に取り組む 

自死は、健康問題、経済・生活問題の他、地域・職場の在り方や家族の状況などが複雑

に関係しており、生きることの包括的な支援に向けて、精神科医療、保健、福祉等のサービ

スを提供する分野のみでなく、社会・経済的な分野の関係者や組織等との連携を図るととも

に、各施策の連動性を高めて取り組みを推進します。 

また、地域共生社会の実現に向けた取り組みや自死の要因となり得る生活困窮、孤独・

孤立、児童虐待、性暴力被害、ひきこもり、性的マイノリティ等の関連ある分野においても、

支援にあたる者がそれぞれ自死対策の一翼を担っているという意識を共有しながら、総合的

な施策の展開を図ります。 

 

3．対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果的に連動させる 

自死対策に係る個別の施策は、国の指針に基づき、次の3つのレベルに応じて、それぞれ

事前対応・自死発生の危機対応・事後対応等の段階ごとに施策を講じながら、総合的な推進

を図ります。 

1） 個々人の問題解決に取り組む相談支援を行う「対人支援のレベル」 

2） 問題を複合的に抱える人に対して包括的な支援を行うための関係機関等による実務連

携などの「地域連携のレベル」 

3） 法律、大綱、計画等の枠組みの整備や修正に関わる「社会制度のレベル」 

また、自死の事前対応の更に前段階での取り組みとして、児童生徒等を対象としたＳＯ

Ｓの出し方についての周知、地域での孤立を防ぐための居場所づくり等、関係機関と連携し

た取り組みを推進していきます。 
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4．実践と啓発を両輪として推進する 

自死に追い込まれるという危機は「だれにでも起こり得る危機」であり、自死に追い込

まれるような危機に陥った場合には、一人で抱え込まずにだれかに援助を求めるのが適当で

あるということが地域全体の共通認識となるように普及啓発を行います。 

また、自死や精神疾患、精神科医療への受診などに対する偏見をなくす取り組みを推進

するとともに、全ての町⺠が、⾝近にいるかもしれない自死を考えている人のサインに早く

気づき、精神科医等の専門家につなぎ、その指導を受けながら見守っていけるよう、広報活

動、教育活動等に取り組みます。 

 

5．関係機関・団体の役割の明確化と連携・協働により推進する 

本計画に定める自死対策を通じて「だれも自死に追い込まれることのない社会」を実現

するためには、自死をめぐる課題や施策について、町⺠、地域、関係機関・団体等と共有し、

連携・協働によって、町をあげて自死対策を総合的に推進していく必要があります。 

そのため、それぞれの主体が果たすべき役割を明確化、共有化した上で、相互の連携・

協働の仕組みを構築することができるよう取り組みを推進していきます。 

 

6．自死した人や家族等の名誉及び生活の平穏に配慮する 

自死や自死未遂が生じた場合に家族や職場の同僚等に与える影響を最小限とし、新たな

自死を発生させないことが重要です。また、自死に対する誤った認識や偏見によって、遺族

等が悩みや苦しさを打ち明けづらい状況が作られているだけでなく、支援者等による遺族等

への支援の妨げにもなっていることが懸念されます。 

自殺対策基本法第9条では、「自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及

び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないようにしなけれ

ばならない」と定められています。 

これらを踏まえ、町⺠に対して、自死に対する偏見を払拭し、正しい理解を促進する啓

発活動に取り組んでいきます。 
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第３節 施策の体系  

本町では、従前から取り組んできた包括的な自殺対策プログラム（久慈モデル）の推進

と、地域の自死の実態を詳細に分析した地域自殺実態プロファイルにより示された「重点施

策」を組み合わせ、地域の特性に応じた実効性の高い施策を推進していきます。 

 

基本施策 重点施策 

１ 地域におけるネットワークの強化 

２ 一次予防（町民全体へのアプローチ） 

３ 二次予防（ハイリスク者へのアプローチ） 

４ 三次予防（自死遺族等へのアプローチ） 

５ 精神疾患へのアプローチ 

６ 職域へのアプローチ 

重点施策１ 子ども・若者への対策 

重点施策２ 生活困窮者・無職者等への対策 

重点施策３ シニア世代・高齢者への対策 

 

第４節 計画の数値目標 

令和４年10月に閣議決定された「自殺総合対策大綱」では、前大綱が掲げた自殺対策の

数値目標「令和８年までに、自殺死亡率を平成27年と比べて30％以上減少させる」ことを引

き続き、同様の数値目標と設定しています。 

本町においては、国や県の方針を踏まえつつ、現状値から30％以上の減少、自死で亡く

なる人「ゼロ」を目指して、目標に以下のように設定します。 

◆計画の数値目標（全体目標） 

指標 
第1次計画基準値 

平成28年 

現状値 

令和４年 

目標値 

令和11年 

自殺死亡率 

（人口10万対） 
25.0 13.8 0.0 

自殺者数 ２人 1人 0人 

自殺日・居住地基準 資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

 

  



 

26 
 

第４章 基本施策 

基本施策１ 地域におけるネットワークの強化 

  施策の方向性   

自死対策は、保健、医療、福祉、教育、職域等の各分野にわたるため、庁内の関係各課

や地域の様々な関係機関、関係団体等が、それぞれの果たすべき役割を明確にした上でネッ

トワークを構築し、連携した取り組みを推進していくことが求められています。 

本町では平泉町自死対策推進連絡会議を中心に、関係機関や団体との連携強化を図り、

自死者の減少に向けた取り組みを推進していきます。 

また、一関保健所が開催する一関地域自殺対策推進連絡会議及び一関自死とうつに関す

るケアネットワーク会議に参画し、圏域における関係機関・団体と自死対策に係る情報の共

有及びネットワークづくりに努めます。 

 

   施策・事業の展開    
 
 

 取組内容 詳細な事業 推進主体 

① 

関係機関・団体等の代表者等を参集

し、町の自死対策について協議し、計

画を推進します。 

・平泉町自死対策推進連絡会議 保健センター 

② 
庁内関係各課との連携・協力のもと、

全庁的に自死対策を推進します。 
・平泉町自死対策庁内連絡会議 保健センター 

 

  評価指標   

 

指標  基準（令和 4 年）  目標（令和 11 年） 
目標の 

考え方 

平泉町自死対策推進連絡会議開催 年１回  年１回以上 
継続的に 

実施 

平泉町自死対策庁内連絡会議開催 年１回  年１回以上 
継続的に 

実施 
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基本施策２ ⼀次予防（町⺠全体へのアプローチ） 

  施策の方向性   

自死は、個人の問題ではなく、地域や社会全体で考え取り組むべき問題であることから、

各種の媒体を通じての情報提供の他、講演会やイベントの機会、また町⺠との様々な接点を

活かして自死の現状やこころの健康づくり等に関する情報を提供し、町⺠が⾃死対策につい

て理解を深めることができるよう、啓発と周知を行っていく必要があります。 

また、自死対策の推進には、それを支える人材がいてこそ機能します。とくにゲートキ

ーパーは、保健、医療、福祉、教育、職域等の様々な分野において、悩みを抱えている人に

気づき、声をかけ、話を聴き、必要な支援や相談につなぎ、見守る重要な役割を担います。 

本町の自死対策を推進する上で、様々な分野でのゲートキーパーの養成が不可欠である

ことから、行政のみならず、地域の関係機関・団体、町⺠など多くの⼈にゲートキーパー養

成講座の受講を促し、本町の自死対策を推進する役割を担う人材の裾野を広げていく必要が

あります。 

さらに、町の関係各課が実施する様々な事業は、生きることの促進要因となることから、

連携を図りながら、引き続き全庁的に自死対策の推進に取り組みます。 

 
 

   施策・事業の展開    
 
 

□1 普及啓発 

取組内容 詳細な事業 推進主体 

① 

自死やこころの健康づくりに関

する正しい知識の普及に努めま

す。 

・町ホームページや広報等を活用した情報発信 

・「こころに寄り添い いのちを守る いわて月間」

（９月の自殺防止月間と３月の自殺対策強化月 

間）にあわせた普及啓発 

保健センター 

② 

ストレスへの対処方法や休養の

大切さについて、情報提供しま

す。 

・町ホームページや広報等を活用した情報発信 保健センター 

③ 
悩みや問題を抱えている人の相

談窓口等の周知に努めます。 

・庁内窓口や町内関係機関・団体に相談窓口一覧等

を配架 

・成人式、申告等にあわせ、相談窓口一覧等を配布 

・町ホームページや広報等を活用した情報発信 

保健センター 

④ 

自死やこころの健康づくりを地

域全体で考える機会として、講

演会等を開催します。 

・健康教育の実施 

・ひらいずみココロフェスタの開催 

・関係機関や団体等を対象とした研修会の開催 

保健センター 

⑤ 

児童生徒が困った時のＳＯＳの

出し方や相談窓口の周知等をと

おして、子どものこころの健康

づくりを支援します。 

・思春期保健事業における健康教育 

・教育相談の実施 

・相談窓口の周知 

子育て支援課 

教育委員会 

保健センター 
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□2 人材育成 

取組内容 詳細な事業 推進主体 

① 
悩んでいる人に寄り添うゲート

キーパー※の養成に努めます。 

・町民対象のゲートキーパー養成講座 

・関係機関や団体対象のゲートキーパー養成講座 

・職員対象のゲートキーパー養成講座 

保健センター 

総務課 

② 
自死対策に繋がるボランティア

等の養成等に努めます。 

 ・心のサポーターや認知症サポーターの養成 

・傾聴ボランティアの養成及び活動支援 
保健センター 

※ゲートキーパーとは…家庭や地域・職場・学校など様々な場面で悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聴い 

て、必要な支援につなげ、見守る人のことで「命の門番」とも言われています。 

□3 健康づくり・地域づくりの推進 

取組内容 詳細な事業 推進主体 

① 

自死の原因・動機となり得る健

康問題の早期発見のため、健康

診査や各種検診を実施します。 

・特定健康診査の実施 

・がん検診の実施 

町民福祉課 

保健センター 

② 
健診結果に基づき、必要な保健

指導を行います。 

・健診事後指導会の開催 

・特定保健指導の実施 

町民福祉課 

保健センター 

③ 

疾病予防や健康増進に関する健

康相談、健康教育を実施しま

す。 

・電話や窓口等での健康相談 

・地区健康教室等の実施 
保健センター 

④ 

町民の健康づくりや食生活改善

を担う組織の活動を支援しま

す。 

・保健推進員活動支援 

・食生活改善推進協議会活動支援 
保健センター 

⑤ 
高齢者の健康と生きがい対策の

推進を目指します。 

・各種介護予防教室 

・平泉いきいき百歳体操の推進 

・老人クラブの活動支援 

保健センター 
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  評価指標   

 

指標  基準（令和 4 年）  目標（令和 11 年） 
目標の 

考え方 

ゲートキーパー養成講座開催

回数 

職員向け 年１回 
 

年１回 
継続的に 

実施 

町民・団

体等向け 
年４回  年４回以上 

継続的に 

実施 

ゲートキーパー養成者数 延べ 472 人  延べ 650 人 増加 

成人式・申告等での啓発 年２回  年２回以上 
継続的に 

実施 

ひらいずみココロフェスタの開催 年 1 回  年 1 回 継続 

平泉いきいき百歳体操活動団体 16 団体  18 団体 増加 
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基本施策３ 二次予防（ハイリスク者へのアプローチ） 

  施策の方向性   

自死は、健康問題、経済・生活問題の他、地域・職場や家族の状況などが複雑に関係し

ています。多様化・複雑化した悩みを抱える様々な世代・対象の方に対し、庁内関係課や関

係機関・団体と連携しながら適切な支援を実施します。 

また、ライフステージに応じた様々な健康課題に対し、自死対策の視点も加え、関係機

関等との連携の強化を図ります。 

 

   施策・事業の展開    

取組内容 事業内容 推進主体 

① 

こころの健康状態を把握

し、必要な支援に繋げま

す。 

・うつスクリーニングの実施 保健センター 

② 

不眠や不安などこころの健

康について、相談できる機

会を提供します。 

・こころの健康相談会の開催 

・保健師の相談や訪問 

・精神保健相談の周知 

保健センター 

一関保健所 

③ 
ひきこもりについて、相談

できる機会を提供します。 

・こころの健康相談会の開催 

・保健師の相談や訪問 
保健センター 

④ 

妊娠、出産・子育て中の不

安の軽減やストレスの解消

を図ります。 

・妊娠届出時相談及び出生時相談の実施         

・産後ケア事業の実施 

・乳児全戸訪問及び全産婦に対しＥＰＤＳ（エジンバ

ラ産後うつ病質問票）を実施 

・育児教室の実施 

・乳幼児健康診査の実施 

・発達相談及び発達支援教室の実施 

子育て支援課 

⑤ 

飲酒に問題がある人や家族

を対象とした教室等につい

て周知を図ります。 

・県立南光病院で開催される家族教室の周知 

・自助グループの周知 
保健センター 

⑥ 

高齢者を取り巻く関係機関

等と連携しながら、高齢者

のこころの健康を支援しま

す。 

・地域ケア推進会議の開催 

・在宅医療・介護連携推進事業の実施 

・介護予防・日常生活支援総合事業における基本チェ

ックリストの実施 

・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に係る質

問票の実施 

保健センター 

⑦ 
生活や福祉、子育てに関す

る相談や支援を行います。 

・民生委員・児童委員の活動 

・子育てに関する相談 

町民福祉課 

子育て支援課 

⑧ 
税金の納付に関する相談を

随時受け付けます。 
・納税相談 税務課 

⑨ 
生活保護に関する相談を随

時受け付けます。 
・生活保護に関する相談 町民福祉課 

⑩ 
生活困窮者自立相談支援を

行います。 

・平泉町社会福祉協議会・一関市社会福祉協議会と連

携した相談支援、就労支援、家計支援 
町民福祉課 

⑪ 
消費生活に関する支援と相

談の周知に努めます。 

・消費者救済資金貸付事業 

・消費者行政支援業務 
観光商工課 
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  評価指標  

 

指標  基準（令和 4 年）  目標（令和 11 年） 
目標の 

考え方 

産婦のＥＰＤＳが９点以上の割合 ０％  ０％ 維持 

うつスクリーニング実施数 378 人  延べ 1,000 人 増加 

地域ケア推進会議開催回数 年２回  年２回以上 
継続的に 

実施 

 

 

  

取組内容 事業内容 推進主体 

⑫ 
行政相談を定期的に実施し

ます。 
・行政に対する生活上のトラブル、困りごとの相談 町民福祉課 

⑬ 
就学に必要な経費の一部を

援助します。 
・就学援助事業 教育委員会 
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基本施策４ 三次予防（自死遺族等へのアプローチ） 

  施策の方向性   

自死で身近な人や大切な人を亡くした遺族は、深い悲しみや自責の念、死別によりわき起

こる苦悩や葛藤を抱える方が多くいます。周囲からの偏見のため、自死遺族が自らの思いを

⻑く⼼の中に閉じ込めざるを得ない状況もあります。 

遺された家族や関係者が、悲しみを分かちあう場の周知や相談できる機会の提供など、そ

の支援に努めます。 

 

   施策・事業の展開    

取組内容 詳細な事業 推進主体 

① 
自死遺族等の相談窓口に

ついて情報提供します。 

・こころの健康相談会の開催 

・自死遺族交流会の周知 

保健センター 

一関保健所 

② 

不眠や不安などこころの

健康について、相談でき

る機会を提供します。 

・こころの健康相談会の開催 

・保健師の相談や訪問 
保健センター 

 

  評価指標  

 

指標  基準（令和 4 年）  目標（令和 11 年） 
目標の 

考え方 

こころの健康相談会の開催回数 年７回  年６回以上 
継続的に 

実施 
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基本施策５ 精神疾患へのアプローチ 

  施策の方向性   

自死の背景には、うつ病をはじめとする様々な精神疾患が関連することが多いと言われて

いることから、精神疾患に対する正しい知識の普及に努めます。 

また、適切な医療や保健、福祉サービスが受けられるよう、医療機関や関係機関等と連携

を図ります。 

 

   施策・事業の展開    
 

取組内容 詳細な事業 推進主体 

① 

うつやアルコール依存等、精

神疾患に関する正しい知識の

普及に努めます。 

・町ホームページや広報等を活用した情報発信 

・ひらいずみココロフェスタの開催 
保健センター 

② 
適切な医療や福祉サービスが

受けられるよう支援します。 

・精神保健福祉手帳の申請受付 

・自立支援医療の申請受付 

・障害者相談支援事業の実施 

・ケース会議の開催 

保健センター 

③ 
在宅の精神障がい者の自立や

社会参加を支援します。 
・ふれあい会の開催 保健センター 

  評価指標  

 

指標  基準（令和 4 年）  目標（令和 11 年） 
目標の 

考え方 

ふれあい会の開催回数 年 12 回  年 12 回 
継続的に 

実施 
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基本施策６ 職域へのアプローチ 

  施策の方向性   

県全体で、男性の 40 歳代から 50 歳代の働き盛り世代の自死が多く、当町においても平成

25年〜令和 4 年の 10 年間の年代別自殺者数は、男性では 40〜50 歳代が 6 人と他の年代に

比べ多い状況です。 

働き盛り世代の自死は、経済・生活問題にもつながることから、相談窓口の周知を図ると

ともに心身両面の健康づくりに努めます。 

 

   施策・事業の展開    
 

取組内容 詳細な事業 推進主体 

① 
労働者の相談窓口を周

知します。 

・一関地域産業保健センターによる労働者の健康相談の周知 

・事業所への出前講座の周知 

・町内関係機関・団体へ相談窓口一覧等を配架 

・こころの健康相談会開催の周知 

一関保健所 

保健センター 

② 
働き盛り世代の健康づく

りを支援します。 

・特定健康診査・特定保健指導の実施 

・各種がん検診の実施 

・節目検診無料券の配布 

・早朝検診や休日検診の実施 

・健幸ポイント事業の実施 

町民福祉課 

保健センター 

③ 
職員のメンタルヘルスの

向上を図ります。 

・メンタルヘルス研修の実施 

・ストレスチェックの実施 
総務課 

 

  評価指標  

 

指標  基準（令和 4 年）  目標（令和 11 年） 
目標の 

考え方 

特定健康診査実施率 52.9％  60％ 
継続的に 

実施 

労働者への啓発 年１回  年１回 
継続的に 

実施 
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第５章 重点施策 

重点施策１ 子ども・若者への対策 

  施策の方向性   

全国の小中高生の自死者は、増加傾向にあり、令和 4 年は過去最多となっています。また、令和元

年から令和 2 年にかけて 20 歳代の自死者の増加率が高くなっており、子ども・若者の自死が深刻

な状態にあります。 

本町においても、子どもの自死を未然に防ぎ、若者の自死を減少させるために、子どもや若者に

対し、問題への対処方法や支援先に関する情報を伝え、問題を抱える前の段階から対策を講じると

ともに、悩みや問題を抱える子どもや若者を把握し、必要な支援につなげていきます。 

 

   施策・事業の展開    
 
 

取組内容 詳細な事業 推進主体 

① 

児童生徒が困った時のＳＯＳの

出し方や相談窓口の周知等をと

おして、子どものこころの健康

づくりを支援します。（再掲） 

・思春期保健事業における健康教育 

・教育相談の実施 

・相談窓口の周知 

子育て支援課 

教育委員会 

保健センター 

② 

悩みや問題を抱えている人の相

談窓口等の周知に努めます。

（再掲） 

・庁内窓口や町内関係機関・団体に相談窓口一覧等

を配架 

・成人式、申告等にあわせ、相談窓口一覧等を配布 

・町ホームページや広報等を活用した情報発信 

保健センター 

③ 
こころの健康状態を把握し、必

要な支援に繋げます。（再掲） 
・うつスクリーニングの実施 保健センター 

④ 
ひきこもりについて、相談でき

る機会を提供します。（再掲） 

・こころの健康相談会の開催 

・保健師の相談や訪問 
保健センター 

⑤ 

妊娠、出産・子育て中の不安の

軽減やストレスの解消を図りま

す。（再掲） 

・妊娠届出時相談及び出生時相談の実施         

・産後ケア事業の実施 

・乳児全戸訪問及び全産婦に対しＥＰＤＳ（エジン

バラ産後うつ病質問票）を実施 

・育児教室の実施                         

・乳幼児健康診査の実施 

・発達相談及び発達支援教室の実施 

子育て支援課 
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  評価指標  

 

指標  基準（令和 4 年）  目標（令和 11 年） 
目標の 

考え方 

成人式・申告等での啓発 

（再掲） 
年２回  年２回以上 

継続的に 

実施 

産婦のＥＰＤＳが９点以上の割合 

（再掲） 
０％  ０％ 維持 

うつスクリーニング実施数 

（再掲） 
378 人  延べ 1,000 人 増加 
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重点施策２ 生活困窮者・無職者等への対策 

  施策の方向性   

本町において、「経済・生活問題」を理由とした自死は、「健康問題」に次いで多い状況にあります。

また、自死者の職業別割合（平成 25 年～令和 4 年）では、無職者の割合が 50.0%を占めている状

況です。さらに近年は、新型コロナウイルス感染症流行の影響により、これまで抱えていた課題が顕

在化した人たちや突然にリスクを抱えた人たちの増加に伴い、「経済・生活問題」を理由とした自死リ

スクの高まりが危惧されます。 

生活困窮者や無職者・失業者の中には、複合的な課題（失業、住居がない、多重債務、心身面の不

調、介護・ひきこもり・虐待などの家庭問題、孤独・孤立など）を抱えている人が少なくありません。生

活困窮者や無職者・失業者による自死を防ぐには、経済的な支援だけでなく、関係者が連携して包括

的に支援していく必要があります。 

 

   施策・事業の展開    

 

取組内容 詳細な事業 推進主体 

① 

生活や福祉、子育てに

関する相談や支援を行

います。（再掲） 

・民生委員・児童委員の活動 

・子育ての相談 

町民福祉課 

子育て支援課 

② 

税金の納付に関する相

談を随時受け付けま

す。（再掲） 

・納税相談 税務課 

③ 

生活保護に関する相談

を随時受け付けます。

（再掲） 

・生活保護に関する相談 町民福祉課 

④ 

生活困窮者自立相談支

援を行います。 

（再掲） 

・平泉町社会福祉協議会・一関市社会福祉協議会と連携した

相談支援、就労支援、家計支援 
町民福祉課 

⑤ 

消費生活に関する支援

と相談の周知に努めま

す。（再掲） 

・消費者救済資金貸付事業の実施 

・消費者行政支援業務 
観光商工課 

⑥ 
行政相談を定期的に実

施します。（再掲） 
・行政に対する生活上のトラブル、困りごとの相談 町民福祉課 

⑦ 

ひきこもりについて、

相談できる機会を提供

します。（再掲） 

・こころの健康相談会の開催 

・保健師の相談や訪問 
保健センター 

⑧ 

就学に必要な経費の一

部を援助します。 

（再掲） 

・就学援助事業 教育委員会 
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  評価指標  

 

指標  基準（令和 4 年）  目標（令和 11 年） 
目標の 

考え方 

こころの健康相談会の開催回数 

（再掲） 
年７回  年６回以上 

継続的に 

実施 
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重点施策３ シニア世代・高齢者への対策 

  施策の方向性   

本町の平成 25 年～令和 4 年の 10 年間の 60 歳以上の自殺者数の累計は７人で全年代の総数

17 人中の４1．2％にあたります。特に女性は高齢期に多く、80 代で３人と多くなっています。 

高齢者の自死は病気による悩みや身体機能の低下などに伴い、社会的な役割の喪失感や孤立感、

人の世話になることへの負担感などが原因となることが多いとされています。高齢者の様々な背景

や価値観に対応した支援、働きかけが必要です。 

そのため、行政、関係機関、民間事業所の支援等を適切に活用するとともに、高齢者の孤独・孤立

を防ぐための居場所づくり、社会参加の強化といった生きることへの包括的な支援が求められてい

ます。 

 

   施策・事業の展開    

 

取組内容 詳細な事業 推進主体 

① 

高齢者を取り巻く関係機関等と

連携しながら、高齢者のこころ

の健康を支援します。（再掲） 

・地域ケア推進会議の開催               

・在宅医療・介護連携推進事業の実施 

・介護予防・日常生活支援総合事業における基本 

チェックリストの実施 

・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に係 

る質問票の実施 

保健センター 

② 
高齢者の健康と生きがい対策の

推進を目指します。（再掲） 

・各種介護予防教室 

・平泉いきいき百歳体操の推進 

・老人クラブの活動支援 

保健センター 

 
 

  評価指標  

 

指標  基準（令和 4 年）  目標（令和 11 年） 
目標の 

考え方 

平泉いきいき百歳体操活動団体 

（再掲） 
16 団体  18 団体 増加 

地域ケア推進会議開催回数 

（再掲） 
年２回  年２回以上 

継続的に 

実施 
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第６章 計画の推進 

１ 計画の推進体制 

計画の推進体制として、関係機関・団体等の代表者により構成される「平泉町自死対策推進連絡会

議」のもと共通認識を持ち、総合的な自死対策を推進します。 

また、庁内においては、「平泉町自死対策庁内連絡会議」を開催し、関係各課との連携を図りながら、

全庁的に自死対策を推進します。 

 
 

２ 町⺠・関係機関・団体等との協働による推進 

自死対策に関わる課題の解決には、行政のみならず、家庭や学校、職域、地域の関係機関・団体な

ど、様々な人・組織の理解と協力が必要となります。そのため、本計画の周知・啓発を積極的に行うと

ともに、各主体への働きかけなど連携を図り、自死対策に取り組んでいきます。 

 

３ 計画の進行管理と評価 

本計画の実施状況については、ＰＤＣＡサイクルに基づく点検・評価を行います。具体的には、毎年

度取り組み状況をとりまとめて、進捗状況を検証・評価し、「平泉町自死対策推進連絡会議」、「平泉町

自死対策庁内連絡会議」に報告の上、その後の取り組みについて協議を行い、計画を推進します。 
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資料編 

１ 目標値一覧 

基本施策１ 地域におけるネットワークの強化 

指標  基準（令和 4 年）  目標（令和 11 年） 
目標の 

考え方 

平泉町自死対策推進連絡会議開催 年１回  年１回以上 
継続的に 

実施 

平泉町自死対策庁内連絡会議開催 年１回  年１回以上 
継続的に 

実施 

 

基本施策２ ⼀次予防（町⺠全体へのアプローチ） 

指標  基準（令和 4 年）  目標（令和 11 年） 
目標の 

考え方 

ゲートキーパー養成講座開催

回数 

職員向け 年１回 
 

年１回 
継続的に 

実施 

町民・団

体等向け 
年４回  年４回以上 

継続的に 

実施 

ゲートキーパー養成者数 延べ 472 人  延べ 650 人 増加 

成人式・申告等での啓発 年２回  年２回以上 
継続的に 

実施 

ひらいずみココロフェスタの開催 年 1 回  年 1 回 継続 

平泉いきいき百歳体操活動団体 16 団体  18 団体 増加 

 

基本施策３ 二次予防（ハイリスク者へのアプローチ） 

指標  基準（令和 4 年）  目標（令和 11 年） 
目標の 

考え方 

産婦のＥＰＤＳが９点以上の割合 ０％  ０％ 維持 

うつスクリーニング実施数 378 人  延べ 1,000 人 増加 

地域ケア推進会議開催回数 年２回  年２回以上 
継続的に 

実施 

 

基本施策４ 三次予防（自死遺族等へのアプローチ） 

指標  基準（令和 4 年）  目標（令和 11 年） 
目標の 

考え方 

こころの健康相談会の開催回数 年７回  年６回以上 
継続的に 

実施 
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基本施策 5 精神疾患へのアプローチ 

指標  基準（令和 4 年）  目標（令和 11 年） 
目標の 

考え方 

ふれあい会の開催回数 年 12 回  年 12 回 
継続的に 

実施 

 

基本施策６ 職域へのアプローチ 

指標  基準（令和 4 年）  目標（令和 11 年） 
目標の 

考え方 

特定健康診査実施率 52.9％  60％ 
継続的に 

実施 

労働者への啓発 年１回  年１回 
継続的に 

実施 

 

重点施策１ 子ども・若者への対策 

指標  基準（令和 4 年）  目標（令和 11 年） 
目標の 

考え方 

成人式・申告等での啓発 

（再掲） 
年２回  年２回以上 

継続的に 

実施 

産婦のＥＰＤＳが９点以上の割合 

（再掲） 
０％  ０％ 維持 

うつスクリーニング実施数 

（再掲） 
378 人  延べ 1,000 人 増加 

 

重点施策 2 生活困窮者・無職者等への対策 

指標  基準（令和 4 年）  目標（令和 11 年） 
目標の 

考え方 

こころの健康相談会の開催回数 

（再掲） 
年７回  年６回以上 

継続的に 

実施 

 

重点施策３ シニア世代・高齢者への対策 

指標  基準（令和 4 年）  目標（令和 11 年） 
目標の 

考え方 

平泉いきいき百歳体操活動団体 

（再掲） 
16 団体  18 団体 増加 

地域ケア推進会議開催回数 

（再掲） 
年２回  年２回以上 

継続的に 

実施 
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２ 平泉町自死対策関連事業一覧 

事業名 実施内容 推進主体 

職員の研修事業 新任研修、メンタルヘルス 総務課 

職員の健康管理事務 職員の心身健康の保持、健康相談、健診後の事後指導 総務課 

防災対策一般事務 計画的な防災対策の推進 総務課 

定住自立圏構想に関する事務 
第３次一関・平泉定住自立圏共生ビジョンの策定（計画期

間：令和６年度から令和 10 年度） 

まちづくり推進

課 

企画調整に関する事務（総合

計画等の策定） 

第６次平泉町総合計画（後期基本計画）の策定（計画期間：

令和８年度～令和12年度） 

平泉町まち・ひと・しごと創生総合戦略の改訂 

まちづくり推進

課 

パートナーシップ・ファミリ

ーシップ宣誓制度 

性的マイノリティの方やその家族がパートナーシップまたは

ファミリーシップを宣誓した場合にその関係を証明する受領

証及び受領証カードを交付 

まちづくり推進

課 

納税相談 納税に関する相談 税務課 

行政相談 特設人権・行政相談所の開設 町民福祉課 

生活保護に関する相談 生活保護に関する相談 町民福祉課 

母子健康手帳交付等 母子健康手帳交付、妊婦健康診査、出生時相談 子育て支援課 

母子家庭訪問等 
乳児全戸訪問 

全産婦へのＥＰＤＳの実施 
子育て支援課 

育児教室事業 

離乳食教室 

ピヨピヨ広場・９か月児相談 

言語相談・発達相談、ペアレントプログラム講座 

子育て支援課 

幼児健診・歯科健康診査 １歳６か月児、２歳６か月児、３歳児健診の実施 子育て支援課 

思春期保健事業 生と性に関する講演会の開催 子育て支援課 

健康教育事業 地区健康教室、保健推進員研修、食生活改善推進員研修等 保健センター 

うつスクリーニング うつスクリーニング（こころの健康度チェック）の実施 保健センター 

ゲートキーパー養成事業 ゲートキーパー養成講座の開催 保健センター 

ふれあい会 
在宅精神障がい者の自立や社会参加及び家族支援等を目的 

とした集いの場の開催 
保健センター 
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事業名 実施内容 推進主体 

精神障がい者に係る申請受付 精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療の申請受付事務 保健センター 

ガイドブック作成事業 
各種福祉制度の概要や手続き方法等を紹介するガイドブック

の作成・更新 
保健センター 

障害者相談員による相談業務

（身体・知的障害者相談員） 
障害者相談員による相談業務 保健センター 

手話通訳者等派遣事業 聴覚障害者・難聴者への手話通訳者派遣 保健センター 

地域自立支援協議会の開催

（一関市・平泉町） 

医療・保健・福祉・教育及び就労等に関する機関とのネット

ワーク構築 
保健センター 

障がい者虐待の対応 
町広報掲載による周知、障がい者虐待に関する通報・相談窓

口の設置 
保健センター 

障害者相談支援事業 管内の相談支援事業所による障害者相談 保健センター 

障がい児支援に関する事務 
児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、

障害児相談支援、発達支援教室 
保健センター 

日中一時支援事業 障がい者（児）の一時預かり 保健センター 

障がい福祉計画策定・管理事

業 
障がい者福祉計画の策定、進行管理 保健センター 

地域支援事業 
いきいき百歳体操の実施 

通所サービスＢの実施 
保健センター 

認知症カフェ 

（ほほえみカフェ平泉） 
認知症の人や家族等を対象とした集いの場 保健センター 

介護予防サポーター養成講座

（いきいき百歳サポーター養

成講座） 

各種介護予防事業を補助する人材育成 保健センター 

一般介護予防事業 
さくらの会、コツ骨貯筋教室等 

男の介護予防教室（平泉じいちゃん倶楽部） 
保健センター 

在宅医療介護連携推進会議 在宅医療介護関係職員等を対象とした会議 保健センター 

老人クラブ活動助成 老人クラブの活動費を助成 保健センター 

訪問理容サービス 在宅寝たきり高齢者に対する理髪サービス 保健センター 

配食サービス 
独居又は高齢者世帯、重度障がい者を対象とした配食サービ

ス 
保健センター 

介護相談 高齢者とその家族の悩み、介護保険に関する総合相談 保健センター 

平泉町中小企業振興資金 
信用保証制度を利用した中小企業者に対する資金貸付、町に

よる低利資金融資 
観光商工課 
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事業名 実施内容 推進主体 

消費者救済資金貸付事業 
消費者債務の整理、消費者被害による救済などに要する資金

貸付 
観光商工課 

勤労者生活安定資金貸付事業 臨時的・緊急的に必要とする資金貸付 観光商工課 

消費者行政支援業務 消費生活相談員による相談対応や消費者出前講座の開催 観光商工課 

公営住宅事務 公営住宅の管理事務・公募事務 建設水道課 

土木管理に関する事務 道路及び河川使用の適正化指導に関する事務 建設水道課 

ＪＦＡこころのプロジェクト

「夢の教室」 
ＪＦＡこころのプロジェクトとして夢先生を小中学校へ派遣 教育委員会 

就学援助事業 経済的理由による就学困難世帯を対象とした就学費用の給付 教育委員会 

高齢者学級 

（東夷大学、束稲大学） 
60 歳以上を対象とした学習の場 教育委員会 
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３ 平泉町自死対策推進連絡会議設置要領 

平泉町自死対策推進連絡会議設置要領 

（設 置） 

第１ 平泉町民を対象に自死やうつ病等についての啓発普及を行うとともに、ハイリスク者への

早期の気づき、対応により地域住民のこころの健康維持・向上及び自死の減少につなげること

を目的に、平泉町自死対策推進連絡会議（以下「連絡会議」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２ 連絡会議の所掌事項は、次のとおりとする。 

（１）自死対策の重要性に関する認識の共有化に関すること。 

（２）平泉町における自死の現状と課題に関する情報の収集及び提供に関すること。 

（３）自死予防事業の内容の検討に関すること。 

（４）その他自死対策に必要な事項 

（構成員） 

第３ 連絡会議の構成員は、健康づくり推進協議会委員をもって構成する。 

（会長及び副会長） 

第４ 連絡会議に構成員の互選による会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、会務を総括し、会議の議長となる。 

３ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 

（会議） 

第５ 連絡会議は、必要に応じて町長が招集する。 

（構成員以外の出席） 

第６ 会長は、必要があると認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞く

ことができる。 

（庶務） 

第７ 連絡会議の庶務は、保健センターにおいて処理する。 

（補 則） 

第８ この要領に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定めるも

のとする。 

 
附 則 

この要領は、平成 22 年４月１日から施行する。 

この要領は、平成 31 年４月１日から施行する。 

この要領は、令和４年６月 30 日から施行する。  
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４ 平泉町自死対策推進連絡会議委員名簿 

（順不同・敬称略） 

 所  属 氏  名 

１ 岩手県一関保健所長 木 村 博 史 

２ ひらいずみ内科クリニック院長 小野寺 正 輝 

３ 平泉歯科診療所院長 金 沢 純 一 

４ 平泉町国保運営協議会長 内 藤 まき子 

５ 平泉町学校保健会会長 平泉中学校長 小田島 達 哉 

６ 岩手労働基準協会一関支部事務局長 熊 谷 篤 志 

７ 平泉町保健推進員副代表 千 葉 香代子 

８ 平泉町食生活改善推進協議会長 浅 利 徳 子 

９ 平泉町民生児童委員協議会主任児童委員 阿 部 ひとみ 

10 平泉町学校保健会 平泉中学校養護教諭 佐々木 久 美 

 

５ 策定経過 

年月 会議等 主な協議事項 

令和４年 10 月～11 月 ●町民アンケート調査の実施 

令和５年６月 
令和５年度 

第１回 推進協議会 

●町民アンケート調査の結果報告 

●計画策定スケジュールの説明 

令和５年 12 月 
令和５年度 

第２回 推進協議会 
●計画素案についての協議 

令和６年１月 
パブリックコメント

の実施 
●計画への意見募集 

令和６年３月 ●平泉町自死対策計画（第２次）策定 
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６ 自殺対策基本法 

 

自殺対策基本法（平成十八年法律第八十五号） 

 

目次 

第一章 総則（第一条―第十一条） 

第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等（第十二条―第十四条） 

第三章 基本的施策（第十五条―第二十二条） 

第四章 自殺総合対策会議等（第二十三条―第二十五条） 

附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移している

状況にあり、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、これに対処して

いくことが重要な課題となっていることに鑑み、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び

国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本となる事項を定める

こと等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族

等の⽀援の充実を図り、もって国⺠が健康で⽣きがいを持って暮らすことのできる社会の

実現に寄与することを目的とする。 

 

（基本理念） 

第二条 自殺対策は、生きることの包括的な支援として、全ての人がかけがえのない個人と

して尊重されるとともに、生きる力を基礎として生きがいや希望を持って暮らすことがで

きるよう、その妨げとなる諸要因の解消に資するための支援とそれを支えかつ促進するた

めの環境の整備充実が幅広くかつ適切に図られることを旨として、実施されなければなら

ない。 

２  自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えられるべきものではなく、その背景に

様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施されなければならない。 

３  自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを踏まえ、

単に精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるようにしなければな

らない。 

４  自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後又は自殺

が未遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実施されなければな

らない。 

５  自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携が図ら

れ、総合的に実施されなければならない。 
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（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念（次項において「基本理念」という。）にのっとり、自殺対

策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２  地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、当該地域

の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

３  国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な助言その他の

援助を行うものとする。 

 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、その雇用

する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

（国⺠の責務） 

第五条 国⺠は、⽣きることの包括的な⽀援としての⾃殺対策の重要性に関する理解と関⼼

を深めるよう努めるものとする。 

 

（国⺠の理解の増進） 

第六条 国及び地⽅公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、⾃殺対策に関する国⺠の

理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。 

 

（自殺予防週間及び自殺対策強化月間） 

第七条 国⺠の間に広く⾃殺対策の重要性に関する理解と関⼼を深めるとともに、⾃殺対策

の総合的な推進に資するため、自殺予防週間及び自殺対策強化月間を設ける。 

２   自殺予防週間は九月十日から九月十六日までとし、自殺対策強化月間は三月とする。 

３  国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、啓発活動を広く展開するものとし、

それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。 

４  国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間においては、自殺対策を集中的に展開するも

のとし、関係機関及び関係団体と相互に連携協力を図りながら、相談事業その他それにふ

さわしい事業を実施するよう努めるものとする。 
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（関係者の連携協力） 

第八条 国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校（学校教育法（昭和二十二年法律第二

十六号）第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。第十七

条第⼀項及び第三項において同じ。）、⾃殺対策に係る活動を⾏う⺠間の団体その他の関

係者は、自殺対策の総合的かつ効果的な推進のため、相互に連携を図りながら協力するも

のとする。 

 

（名誉及び生活の平穏への配慮） 

第九条 自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の

名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないように

しなければならない。 

 

（法制上の措置等） 

第十条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の

措置を講じなければならない。 

 

（年次報告） 

第十一条 政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の概況及び講じた自殺対策に関する

報告書を提出しなければならない。 

 

第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等 

（自殺総合対策大綱） 

第十二条 政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺対策

の大綱（次条及び第二十三条第二項第一号において「自殺総合対策大綱」という。）を定

めなければならない。 

 

（都道府県自殺対策計画等） 

第十三条 都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案して、当該都道府県の区域

内における自殺対策についての計画（次項及び次条において「都道府県自殺対策計画」と

いう。）を定めるものとする。 

２ 市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案して、

当該市町村の区域内における自殺対策についての計画（次条において「市町村自殺対策計

画」という。）を定めるものとする。 
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（都道府県及び市町村に対する交付金の交付） 

第十四条 国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺対策計画に基づいて当該地域の状況

に応じた自殺対策のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等を実施する都道府

県又は市町村に対し、当該事業等の実施に要する経費に充てるため、推進される自殺対策

の内容その他の事項を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、予算の範囲内で、

交付金を交付することができる。 

 

第三章 基本的施策 

（調査研究等の推進及び体制の整備） 

第十五条 国及び地方公共団体は、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するため、自殺

の実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺対策の在

り方、自殺対策の実施の状況等又は心の健康の保持増進についての調査研究及び検証並び

にその成果の活用を推進するとともに、自殺対策について、先進的な取組に関する情報そ

の他の情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策の効率的かつ円滑な実施に資するための体制の整備

を行うものとする。 

 

（人材の確保等） 

第十六条 国及び地方公共団体は、大学、専修学校、関係団体等との連携協力を図りながら、

自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。 

 

（心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等） 

第十七条 国及び地⽅公共団体は、職域、学校、地域等における国⺠の⼼の健康の保持に係

る教育及び啓発の推進並びに相談体制の整備、事業主、学校の教職員等に対する国⺠の⼼

の健康の保持に関する研修の機会の確保等必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策で大学及び高等専門学校に係るものを講ずるに当た

っては、大学及び高等専門学校における教育の特性に配慮しなければならない。 

３ 学校は、当該学校に在籍する児童、⽣徒等の保護者、地域住⺠その他の関係者との連携

を図りつつ、当該学校に在籍する児童、生徒等に対し、各人がかけがえのない個人として

共に尊重し合いながら生きていくことについての意識の涵養等に資する教育又は啓発、困

難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における対処の仕方を身に付ける等のための教

育又は啓発その他当該学校に在籍する児童、生徒等の心の健康の保持に係る教育又は啓発

を行うよう努めるものとする。 
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（医療提供体制の整備） 

第十八条 国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支障を生じていることにより自殺のお

それがある者に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神疾患を有する者が

精神保健に関して学識経験を有する医師（以下この条において「精神科医」という。）の

診療を受けやすい環境の整備、良質かつ適切な精神医療が提供される体制の整備、身体の

傷害又は疾病についての診療の初期の段階における当該診療を行う医師と精神科医との適

切な連携の確保、救急医療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保、精神科医とその

地域において自殺対策に係る活動を行うその他の⼼理、保健福祉等に関する専門家、⺠間

の団体等の関係者との円滑な連携の確保等必要な施策を講ずるものとする。 

 

（自殺発生回避のための体制の整備等） 

第十九条 国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が高い者を早期に発見し、相談その他

の自殺の発生を回避するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に必要な施策を講ず

るものとする。 

 

（自殺未遂者等の支援） 

第二十条 国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよう、自殺未遂

者等への適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。 

 

（自殺者の親族等の支援） 

第二十一条 国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂が自殺者又は自殺未遂者の親族等に

及ぼす深刻な心理的影響が緩和されるよう、当該親族等への適切な支援を行うために必要

な施策を講ずるものとする。 

 

（⺠間団体の活動の⽀援） 

第二十二条 国及び地⽅公共団体は、⺠間の団体が⾏う⾃殺の防⽌、⾃殺者の親族等の⽀援

等に関する活動を支援するため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずるものと

する。 
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第四章 自殺総合対策会議等 

（設置及び所掌事務） 

第二十三条 厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合対策会議（以下「会議という。）

を置く。 

２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 自殺総合対策大綱の案を作成すること。 

二 自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。 

三 前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及び自殺対

策の実施を推進すること。 

 

（会議の組織等） 

第二十四条 会議は、会⻑及び委員をもって組織する。 

２ 会⻑は、厚⽣労働⼤⾂をもって充てる。 

３ 委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、内閣総

理大臣が指定する者をもって充てる。 

４ 会議に、幹事を置く。 

５ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。 

６ 幹事は、会議の所掌事務について、会⻑及び委員を助ける。 

７ 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 

 

（必要な組織の整備） 

第二十五条 前二条に定めるもののほか、政府は、自殺対策を推進するにつき、必要な組織

の整備を図るものとする。 
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附則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。 

 

附 則 （平成二七年九月一一日法律第六六号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

一 附則第七条の規定 公布の日 

 

（自殺対策基本法の一部改正に伴う経過措置） 

第六条 この法律の施行の際現に第二十七条の規定による改正前の自殺対策基本法第二十条

第一項の規定により置かれている自殺総合対策会議は、第二十七条の規定による改正後の

自殺対策基本法第二十条第一項の規定により置かれる自殺総合対策会議となり、同一性を

もって存続するものとする。 

 

（政令への委任） 

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措

置は、政令で定める。 

 

附 則 （平成二八年三月三〇日法律第一一号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日か

ら施行する。 
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